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消費生活センター

あなたのお出かけをサポート
デマンド交通「きらりんタクシー」
　同じ時間帯に予約した人と相乗りし
ながら目的地に向かう、乗り合い型の
タクシーです。
　利用するには、事前の登録が必要で
す。
　きらりんタクシーは、市内を３つの
区域に分けて運行していて、利用者は
自宅と住んでいる区域内の商業施設
や、医療施設、市役所、旭中央病院な
どを行き先にすることができます。
利用できる人／市内在住者
運行時間／平日の午前８時～午後５時
※正午～午後１時を除く。
運賃／片道500円　※条件により割引
あり。
登録方法／登録用紙に必要事項を記入
し、持参するか、郵送、またはファク
スで提出してください。登録用紙は、
企画政策課で入手できるほか、市ホー
ムページからもダウンロードできます。

〒289-2595　旭市ニの2132　
企画政策課企画調整班（☎62-5307、
FAX63-4946）

旭配水場
設備点検を実施
　点検中は一時的に水の出が悪くなる
場合があります。
日時／１月21日（土）　午前10時～午
後４時　※作業状況により時間が前後
する場合があります。
対象地域／旭地域　※海上・飯岡・干
潟地域は影響ありません。
上下水道課工務班（☎62-5364）

行政運営の改善に向けて
行政評価の結果を公表
　効率的かつ効果的な行政運営を行う
ため、令和３年度に市が実施した263
事業の評価を行いました。
　評価結果は、行政改革推進課や市
ホームページで見ることができます。
　今後も市の取り組みを検証し、成果
を重視した評価を行うとともに、評価
の結果は事務事業の見直しや予算への
反映を通じて、行政運営の改善に役立
てていきます。
行政改革推進課行政改革班（☎62-5

345）

新型コロナワクチン
接種会場が変更になります
　１月27日（金）からワクチンの接種
会場が旭市保健センター（旧飯岡保健
センター）に変わります。
健康づくり課庶務企画班（☎63-8831）

２月末まで延長
マイナポイント対象のカード申請
　マイナポイント第２弾の対象となる
マイナンバーカードの申請期限が令和
５年２月末まで延長されました。まだ
申請していない人は、この機会に申請
しましょう。
マイナンバー総合フリーダイヤル

（10120-95-0178）

　令和４年４月１日に成年年齢が20歳から18歳に引き
下げられ、９か月が経過しました。18歳からさまざま
な契約ができるようになるとともに、未成年者取消権に
よる契約解除はできなくなります。
　18～19歳に多い相談内容を紹介します。

【事例】
◦インターネットでエステの広告を見て、無料体験だけ
のつもりで施術を受けた。その際に、想定外の高額な
コースを勧められたので、支払いができないと伝えた
が、クレジットカードで分割払いにすれば大丈夫と言
われ、断り切れずに契約してしまった。
◦インターネットで副業を検索したら「無料で情報を提
供する」と記載のある事業者を見つけ、メッセージア
プリで登録をした。その後、電話で各種プランの説明
があり、初心者向けのプランを勧められ、代金として
８万円を支払った。さらに、サポート代として２万円
を請求され、不審に思ったので、解約を申し出ると、
解約料として10万円かかると言われた。
アドバイス
◦広告や勧誘では「お試し価格」「すぐに儲かる」など、メ
リットのみが強調されている場合があるので、注意し
ましょう。

◦契約時は、商品やサービスの内容、契約期間、支払金
額、解約条件などの内容をしっかり確認し、納得した
上で、契約しましょう。強引に契約を迫られても、契
約内容に不安があれば、はっきり「契約しない」と断り
ましょう。
◦訪問販売や電話勧誘販売などによる契約は、一定期間
内であればクーリング・オフ（無条件での契約解除）で
きる場合があります。
◦業者とトラブルになった際は、消費者ホットライン（☎
188）や消費生活センターに相談してください。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話
（☎62-8019）

18歳から大人！ 若者の消費者トラブルに注意

NO!
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